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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ、当該患者の属性に応じた強度とされ
た運動プログラムによる運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施
に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療機関から取得する取得部と、
　前記取得部によって取得された確認結果情報に基づいて、前記運動施設及び前記患者の
少なくとも一方に対して、当該患者の前記運動プログラムによる運動の前記運動施設での
実施の許可又は不許可情報を送信する処理を実行する実行部と、
　を備え、
　前記確認結果情報は、前記運動プログラムによる運動の実施をする者が、担当医師が推
奨した患者であることの当該担当医師による確認結果、及び前記運動プログラムによる運
動の強度を前記患者が勝手に変えていないことの前記担当医師による確認結果の少なくと
も一方を示す情報である、
　運動支援装置。
【請求項２】
　前記運動プログラムを示す運動プログラム情報を、前記医療機関、前記運動施設、及び
前記患者の少なくとも１箇所に提供する提供部、
　を更に備えた請求項１に記載の運動支援装置。
【請求項３】
　前記提供部は、前記運動プログラム情報に加えて、当該運動プログラム情報による運動
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の効果を示す効果情報を、前記医療機関、前記運動施設、及び前記患者の少なくとも１箇
所に提供する、
　請求項２に記載の運動支援装置。
【請求項４】
　前記提供部による前記運動プログラム情報の提供先が前記運動施設である場合、当該運
動施設に対して前記患者の利用に応じた課金の設定を行う設定部、
　を更に備えた請求項２又は請求項３に記載の運動支援装置。
【請求項５】
　前記課金の金額は、前記運動施設が前記患者から受領した施設利用に対する費用の少な
くとも一部を含む、
　請求項４に記載の運動支援装置。
【請求項６】
　前記提供部による前記運動プログラム情報の提供先が前記患者である場合、当該患者に
対して前記運動プログラム情報の提供に対する対価の支払いを指示する指示部、
　を更に備えた請求項２又は請求項３に記載の運動支援装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記患者の前記運動プログラムに応じた運動の実施状況を示す実施状況
情報を更に取得し、
　前記実行部は、前記取得部によって取得された実施状況情報を、前記医療機関の医療従
事者が参照可能に記憶部に記憶する処理を更に実行する、
　請求項１～請求項６の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項８】
　前記取得部は、前記実施状況情報を、前記患者が前記運動の最中に装着するウェアラブ
ル端末から取得する、
　請求項７に記載の運動支援装置。
【請求項９】
　前記運動プログラムは、有酸素運動及びレジスタンス運動の組み合わせによるプログラ
ムである、
　請求項１～請求項８の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項１０】
　前記有酸素運動及びレジスタンス運動は、頻度、強度、持続時間、及び種類の少なくと
も１つが規定されたものである、
　請求項９に記載の運動支援装置。
【請求項１１】
　前記運動プログラムは、予め定められた手法で有用性が確認されたプログラムである、
　請求項１～請求項１０の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項１２】
　前記予め定められた手法は、運動介入群とコントロール群の並行群間比較試験で有用性
を検証する手法である、
　請求項１１に記載の運動支援装置。
【請求項１３】
　前記疾患は、メタボリックシンドローム及び２型糖尿病の少なくとも一方である、
　請求項１～請求項１２の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項１４】
　前記取得部は、前記確認結果情報を、前記患者が前記運動施設に入会する前に前記医療
機関から取得する、
　請求項１～請求項１３の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項１５】
　前記実行部は、前記患者に対して、前記実施の許可又は不許可情報を送信する処理を実
行する、
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　請求項１～請求項１４の何れか１項に記載の運動支援装置。
【請求項１６】
　請求項１～請求項１５の何れか１項に記載の運動支援装置と、
　前記医療機関に設けられ、前記確認結果情報を受け付ける受付部、及び前記確認結果情
報を前記運動支援装置に送信する送信部を備えた情報受付装置と、
　前記運動施設に設けられ、前記運動支援装置における前記実行部による、前記運動プロ
グラムによる運動の前記運動施設での実施の許可又は不許可情報を送信する処理に応じた
処理を行う処理部を備えた情報処理装置と、
　を含む運動支援システム。
【請求項１７】
　医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ、当該患者の属性に応じた強度とされ
た運動プログラムによる運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施
に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療機関から取得し、
　取得した確認結果情報に基づいて、前記運動施設及び前記患者の少なくとも一方に対し
て、当該患者の前記運動プログラムによる運動の前記運動施設での実施の許可又は不許可
情報を送信する処理を実行する、
　運動支援方法であって、
　前記確認結果情報は、前記運動プログラムによる運動の実施をする者が、担当医師が推
奨した患者であることの当該担当医師による確認結果、及び前記運動プログラムによる運
動の強度を前記患者が勝手に変えていないことの前記担当医師による確認結果の少なくと
も一方を示す情報である、
　運動支援方法。
【請求項１８】
　医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ、当該患者の属性に応じた強度とされ
た運動プログラムによる運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施
に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療機関から取得し、
　取得した確認結果情報に基づいて、前記運動施設及び前記患者の少なくとも一方に対し
て、当該患者の前記運動プログラムによる運動の前記運動施設での実施の許可又は不許可
情報を送信する処理を実行する、
　処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記確認結果情報は、前記運動プログラムによる運動の実施をする者が、担当医師が推
奨した患者であることの当該担当医師による確認結果、及び前記運動プログラムによる運
動の強度を前記患者が勝手に変えていないことの前記担当医師による確認結果の少なくと
も一方を示す情報である、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動支援装置、運動支援システム、運動支援方法、及びプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、糖尿病やメタボリックシンドローム等の疾患を有する患者に対する当該疾患を改
善させるために適用することのできる技術として、以下の技術があった。
【０００３】
　すなわち、特許文献１には、カスタマイズ型健康管理を提供してユーザが効果的に健康
を管理することができるようにすることを目的として、ユーザ健康管理方法において、短
距離無線通信を用いてデータソースから健康関連情報を含むデータを受信するステップと
、前記健康関連情報に基づいて、ユーザの健康関連行動情報を決定するステップと、前記
健康関連行動情報に基づいて、前記ユーザの健康管理のおすすめを生成するステップと、
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前記健康管理のおすすめを出力するステップとを含むユーザ健康管理方法が開示されてい
る。
【０００４】
　また、特許文献２には、メタボリックシンドローム患者等の減量を必要とするユーザに
対して、当該ユーザが生活改善や運動プログラムを楽しみながらかつ持続的に継続して実
践できるようにすることを目的として、各種フィットネス機器と連動したＲＰＧ（ロール
・プレイング・ゲーム）コンテンツの管理を行うＲＰＧ進行管理機能部、利用者を登録す
る利用登録管理機能部、家電機器等のスケジュールを管理するスケジュール管理機能部、
配食内容の管理を行う配食管理機能部、上記ＲＰＧ進行管理機能部および上記配食管理機
能部等の管理内容を承認管理する承認管理機能部を有するサービス管理サーバ装置と、上
記ＲＰＧ進行管理機能部の管理内容を表示するＲＰＧコンテンツ進行管理端末と、上記配
食管理機能部で管理されている配食内容の表示等を行う配食管理端末と、スケジュール管
理機能部で管理されているスケジュール内容を表示するスケジュール管理端末と、上記承
認管理機能部による管理内容の承認等を受け付ける承認管理端末と、を備えた健康管理シ
ステムが開示されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、利用者が健康的な生活を営む上で必要な生活習慣の改善や運
動を継続させるためのアドバイスやメッセージを送信することができるようにすることを
目的として、端末装置より入力される利用者の健康・消費情報から、健康的な生活を営む
ためのアドバイスおよびメッセージを提供する健康・消費情報管理装置であって、前記端
末装置からデータ通信回線網を介してあるいは直接制御することによって入力された健康
・消費情報を管理する管理手段と、前記管理手段に入力された健康情報から健康的な生活
を営むための健康や運動に関するアドバイスを出力したり、健康と消費を統合した情報か
ら利用者に応じたメッセージを送信したりする制御手段を備えたことを特徴とする、健康
・消費情報管理装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２１８６９９号公報
【特許文献２】特開２００９－１４０４７５号公報
【特許文献３】特開２００２－２９７７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、糖尿病やメタボリックシンドローム等の患者が、当該患者の疾患の状況に応
じた運動プログラムを用いて、スポーツクラブ、フィットネスクラブ、スポーツジム等の
運動施設において運動を行う場合、対象患者が運動施設で運動を実施することの可否につ
いて医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを確実に防止するこ
とが、効果的な運動を実施する上で極めて重要である。
【０００８】
　これに対し、特許文献１～特許文献３の各文献に開示されている技術では、対応する文
献に記載の目的の達成には寄与することができるものの、例えば対象患者が運動施設で運
動を実施することの可否について医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で
行うことを、必ずしも確実に防止することができるとは限らなかった。
【０００９】
　本発明は、以上の事情を鑑みて成されたものであり、糖尿病やメタボリックシンドロー
ム等の患者が運動施設で運動を実施することの可否について医療機関により確認されてい
ない運動を当該運動施設で行うことを、確実に防止することができる運動支援装置、運動
支援システム、運動支援方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　請求項１に記載の運動支援装置は、医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ、
当該患者の属性に応じた強度とされた運動プログラムによる運動が実施される運動施設に
おける、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療機
関から取得する取得部と、前記取得部によって取得された確認結果情報に基づいて、前記
運動施設及び前記患者の少なくとも一方に対して、当該患者の前記運動プログラムによる
運動の前記運動施設での実施の許可又は不許可情報を送信する処理を実行する実行部と、
を備え、前記確認結果情報は、前記運動プログラムによる運動の実施をする者が、担当医
師が推奨した患者であることの当該担当医師による確認結果、及び前記運動プログラムに
よる運動の強度を前記患者が勝手に変えていないことの前記担当医師による確認結果の少
なくとも一方を示す情報であるものである。
【００１１】
　請求項１に記載の運動支援装置によれば、患者の疾患に応じた運動プログラムによる運
動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す確
認結果情報を医療機関から取得し、当該確認結果情報に基づいて、運動施設及び患者の少
なくとも一方に対して、当該患者の上記運動プログラムによる運動の上記運動施設での実
施の許可又は不許可情報を送信することで、患者が運動施設で運動を実施することの可否
について医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを、確実に防止
することができる。
【００１２】
　請求項２に記載の運動支援装置は、請求項１に記載の運動支援装置であって、前記運動
プログラムを示す運動プログラム情報を、前記医療機関、前記運動施設、及び前記患者の
少なくとも１箇所に提供する提供部、を更に備えている。
【００１３】
　請求項２に記載の運動支援装置によれば、運動プログラム情報を、医療機関、運動施設
、及び患者の少なくとも１箇所に提供することで、運動プログラム情報の提供先にとって
の利便性を向上させることができる。
【００１４】
　請求項３に記載の運動支援装置は、請求項２に記載の運動支援装置であって、前記提供
部は、前記運動プログラム情報に加えて、当該運動プログラム情報による運動の効果を示
す効果情報を、前記医療機関、前記運動施設、及び前記患者の少なくとも１箇所に提供す
る。
【００１５】
　請求項３に記載の運動支援装置によれば、運動プログラム情報に加えて、当該運動プロ
グラム情報による運動の効果を示す効果情報を、医療機関、運動施設、及び患者の少なく
とも１箇所に提供することで、患者に対して運動プログラムに応じた運動を継続させるた
めのモチベーションを向上させることができる。
【００１６】
　請求項４に記載の運動支援装置は、請求項２又は請求項３に記載の運動支援装置であっ
て、前記提供部による前記運動プログラム情報の提供先が前記運動施設である場合、当該
運動施設に対して前記患者の利用に応じた課金の設定を行う設定部、を更に備えている。
【００１７】
　請求項４に記載の運動支援装置によれば、運動プログラム情報の提供先が運動施設であ
る場合における、当該運動施設に対する患者の利用に応じた課金の設定を行うことで、運
動プログラム情報の提供に対する対価を得ることができる。
【００１８】
　請求項５に記載の運動支援装置は、請求項４に記載の運動支援装置であって、前記課金
の金額は、前記運動施設が前記患者から受領した施設利用に対する費用の少なくとも一部
を含む。
【００１９】
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　請求項５に記載の運動支援装置によれば、上記課金の金額を、運動施設が患者から受領
した施設利用に対する費用の少なくとも一部を含むものとすることで、より合理的な課金
を行うことができる。
【００２０】
　請求項６に記載の運動支援装置は、請求項２又は請求項３に記載の運動支援装置であっ
て、前記提供部による前記運動プログラム情報の提供先が前記患者である場合、当該患者
に対して前記運動プログラム情報の提供に対する対価の支払いを指示する指示部、を更に
備えている。
【００２１】
　請求項６に記載の運動支援装置によれば、運動プログラム情報の提供先が患者である場
合における、当該患者に対する運動プログラムの提供に対する対価の支払いを指示するこ
とで、クレジットカード等を新規に作成させる手間を省くことができる。
【００２２】
　請求項７に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項６の何れか１項に記載の運動支援
装置であって、前記取得部は、前記患者の前記運動プログラムに応じた運動の実施状況を
示す実施状況情報を更に取得し、前記実行部は、前記取得部によって取得された実施状況
情報を、前記医療機関の医療従事者が参照可能に記憶部に記憶する処理を更に実行する。
【００２３】
　請求項７に記載の運動支援装置によれば、患者の運動プログラムに応じた運動の実施状
況を示す実施状況情報を、医療機関の医療従事者が参照可能に記憶部に記憶することで、
医療従事者に対して、患者による運動の実施状況を容易に把握させることができる。
【００２４】
　請求項８に記載の運動支援装置は、請求項７に記載の運動支援装置であって、前記取得
部は、前記実施状況情報を、前記患者が前記運動の最中に装着するウェアラブル端末から
取得する。
【００２５】
　請求項８に記載の運動支援装置によれば、実施状況情報を患者が運動の最中に装着する
ウェアラブル端末から取得することで、より簡易に実施状況情報を取得することができる
。
【００２６】
　請求項９に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項８の何れか１項に記載の運動支援
装置であって、前記運動プログラムは、有酸素運動及びレジスタンス運動の組み合わせに
よるプログラムである。
【００２７】
　請求項９に記載の運動支援装置によれば、運動プログラムを、有酸素運動及びレジスタ
ンス運動の組み合わせとすることで、より効果的な運動プログラムを提供することができ
る。
【００２８】
　請求項１０に記載の運動支援装置は、請求項９に記載の運動支援装置であって、前記有
酸素運動及びレジスタンス運動は、頻度、強度、持続時間、及び種類の少なくとも１つが
規定されたものである。
【００２９】
　請求項１０に記載の運動支援装置によれば、有酸素運動及びレジスタンス運動を、頻度
、強度、持続時間、及び種類の少なくとも１つが規定されたものとすることで、より定量
的に、有酸素運動及びレジスタンス運動を規定することができる。
【００３０】
　請求項１１に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項１０の何れか１項に記載の運動
支援装置であって、前記運動プログラムは、予め定められた手法で有用性が確認されたプ
ログラムである。
【００３１】
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　請求項１１に記載の運動支援装置によれば、運動プログラムを、予め定められた手法で
有用性が確認されたプログラムとすることで、患者に対して運動プログラムに応じた運動
を継続させるためのモチベーションを向上させることができる。
【００３２】
　請求項１２に記載の運動支援装置は、請求項１１に記載の運動支援装置であって、前記
予め定められた手法は、運動介入群とコントロール群の並行群間比較試験で有用性を検証
する手法である。
【００３３】
　請求項１２に記載の運動支援装置によれば、上記予め定められた手法を、運動介入群と
コントロール群の並行群間比較試験で有用性を検証する手法とすることで、運動プログラ
ム自体の科学的な有用性を検証することができる。
【００３４】
　請求項１３に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項１２の何れか１項に記載の運動
支援装置であって、前記疾患は、メタボリックシンドローム及び２型糖尿病の少なくとも
一方である。
【００３５】
　請求項１３に記載の運動支援装置によれば、疾患を、メタボリックシンドローム及び２
型糖尿病の少なくとも一方とすることで、適用した疾患に関して、運動を実施することの
可否が医療機関により確認されていない運動を患者が当該運動施設で行うことを、確実に
防止することができる。
　請求項１４に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項１３の何れか１項に記載の運動
支援装置であって、前記取得部は、前記確認結果情報を、前記患者が前記運動施設に入会
する前に前記医療機関から取得する。
　請求項１５に記載の運動支援装置は、請求項１～請求項１４の何れか１項に記載の運動
支援装置であって、前記実行部は、前記患者に対して、前記実施の許可又は不許可情報を
送信する処理を実行する。
【００３６】
　請求項１６に記載の運動支援システムは、請求項１～請求項１５の何れか１項に記載の
運動支援装置と、前記医療機関に設けられ、前記確認結果情報を受け付ける受付部、及び
前記確認結果情報を前記運動支援装置に送信する送信部を備えた情報受付装置と、前記運
動施設に設けられ、前記運動支援装置における前記実行部による、前記運動プログラムに
よる運動の前記運動施設での実施の許可又は不許可情報を送信する処理に応じた処理を行
う処理部を備えた情報処理装置と、を含む。
【００３７】
　請求項１６に記載の運動支援システムによれば、患者に対する当該患者の疾患に応じた
運動プログラムによる運動の運動施設での実施に関する確認結果を示す確認結果情報を医
療機関から取得し、当該確認結果情報に基づいて、運動施設及び患者の少なくとも一方に
対して、当該患者の上記運動プログラムによる運動の上記運動施設での実施の許可又は不
許可情報を送信することで、運動を実施することの可否が医療機関により確認されていな
い運動を患者が当該運動施設で行うことを、確実に防止することができる。
【００３８】
　請求項１７に記載の運動支援方法は、医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ
、当該患者の属性に応じた強度とされた運動プログラムによる運動が実施される運動施設
における、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療
機関から取得し、取得した確認結果情報に基づいて、前記運動施設及び前記患者の少なく
とも一方に対して、当該患者の前記運動プログラムによる運動の前記運動施設での実施の
許可又は不許可情報を送信する処理を実行する。
　また、請求項１７に記載の運動支援方法における前記確認結果情報は、前記運動プログ
ラムによる運動の実施をする者が、担当医師が推奨した患者であることの当該担当医師に
よる確認結果、及び前記運動プログラムによる運動の強度を前記患者が勝手に変えていな



(8) JP 6908089 B2 2021.7.21

10

20

30

40

50

いことの前記担当医師による確認結果の少なくとも一方を示す情報である。
【００３９】
　請求項１７に記載の運動支援方法によれば、患者の疾患に応じた運動プログラムによる
運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す
確認結果情報を医療機関から取得し、当該確認結果情報に基づいて、運動施設及び患者の
少なくとも一方に対して、当該患者の上記運動プログラムによる運動の上記運動施設での
実施の許可又は不許可情報を送信することで、患者が運動施設で運動を実施することの可
否について医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを、確実に防
止することができる。
【００４０】
　請求項１８に記載のプログラムは、医療機関に通院している患者の疾患に応じ、かつ、
当該患者の属性に応じた強度とされた運動プログラムによる運動が実施される運動施設に
おける、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す確認結果情報を、前記医療機
関から取得し、取得した確認結果情報に基づいて、前記運動施設及び前記患者の少なくと
も一方に対して、当該患者の前記運動プログラムによる運動の前記運動施設での実施の許
可又は不許可情報を送信する処理を実行する、処理をコンピュータに実行させる。
　また、請求項１８に記載のプログラムにおける前記確認結果情報は、前記運動プログラ
ムによる運動の実施をする者が、担当医師が推奨した患者であることの当該担当医師によ
る確認結果、及び前記運動プログラムによる運動の強度を前記患者が勝手に変えていない
ことの前記担当医師による確認結果の少なくとも一方を示す情報である。
【００４１】
　請求項１８に記載のプログラムによれば、患者の疾患に応じた運動プログラムによる運
動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施に関する確認結果を示す確
認結果情報を医療機関から取得し、当該確認結果情報に基づいて、運動施設及び患者の少
なくとも一方に対して、当該患者の上記運動プログラムによる運動の上記運動施設での実
施の許可又は不許可情報を送信することで、患者が運動施設で運動を実施することの可否
について医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを、確実に防止
することができる。
【発明の効果】
【００４２】
　以上説明したように、本発明によれば、患者が運動施設で運動を実施することの可否に
ついて医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを、確実に防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】実施形態に係る運動支援システムのハードウェア構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２】実施形態に係る運動支援システムの機能的な構成の一例を示すブロック図である
。
【図３】実施形態に係る運動プログラムデータベースの構成の一例を示す模式図である。
【図４】実施形態に係る患者情報データベースの構成の一例を示す模式図である。
【図５】実施形態に係るスポーツクラブ情報データベースの構成の一例を示す模式図であ
る。
【図６】実施形態に係る運動履歴情報データベースの構成の一例を示す模式図である。
【図７】実施形態に係る登録依頼処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】実施形態に係る登録画面の構成の一例を示す正面図である。
【図９】実施形態に係るスポーツクラブ選択画面の構成の一例を示す正面図である。
【図１０】実施形態に係る不許可画面の構成の一例を示す正面図である。
【図１１】実施形態に係る登録確認処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】実施形態に係る医療機関確認処理の一例を示すフローチャートである。
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【図１３】実施形態に係る確認画面の構成の一例を示す正面図である。
【図１４】実施形態に係る確認結果登録処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】実施形態に係る入会処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】実施形態に係る運動プログラム表示画面の構成の一例を示す正面図である。
【図１７】実施形態に係る入会禁止指示画面の構成の一例を示す正面図である。
【図１８】実施形態に係る運動実行処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】実施形態に係る運動状況登録処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】実施形態に係る運動プログラム作成モデルの構成の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態例を詳細に説明する。なお、本実
施形態では、本発明を、各々サーバコンピュータ等により構成された運動支援装置、情報
受付装置及び情報処理装置と、各々患者が個別に用いる端末である複数の携帯端末と、各
々患者が運動プログラムによる運動を実施する際に身に付ける複数のウェアラブル端末と
、を含む運動支援システムに適用した場合について説明する。また、本実施形態では、患
者が２型糖尿病の患者である場合に本発明を適用した場合の形態例について説明する。
【００４５】
　まず、図１及び図２を参照して、本実施形態に係る運動支援システム９０の構成を説明
する。図１に示すように、本実施形態に係る運動支援システム９０は、ネットワーク８０
に各々アクセス可能とされた、運動支援装置１０と、情報受付装置２０と、情報処理装置
３０と、を含む。なお、運動支援装置１０、情報受付装置２０及び情報処理装置３０の例
としては、パーソナルコンピュータ及びサーバコンピュータ等の汎用の情報処理装置が挙
げられる。
【００４６】
　また、本実施形態に係る運動支援システム９０は、複数の携帯端末４０と、複数のウェ
アラブル端末５０と、を含む。なお、携帯端末４０の例としては、スマートフォン、タブ
レット端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant、携帯情報端末）、ノートブック型パ
ーソナルコンピュータ等の携帯型で、かつ、無線通信可能な端末が挙げられる。また、ウ
ェアラブル端末５０の例としては、リストバンド型端末、時計型端末、クリップ型端末、
眼鏡型端末等の生体情報が検出可能な端末が挙げられる。
【００４７】
　本実施形態に係る運動支援装置１０は、運動支援システム９０の運営会社（本実施形態
では、製薬会社。以下、単に「運営会社」ともいう。）が管理する装置である。運動支援
装置１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、一時記憶領域としてのメモリ１
２、不揮発性の記憶部１３、キーボードとマウス等の入力部１４、液晶ディスプレイ等の
表示部１５、媒体読み書き装置（Ｒ／Ｗ）１６及び通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）部１８
を備えている。ＣＰＵ１１、メモリ１２、記憶部１３、入力部１４、表示部１５、媒体読
み書き装置１６及び通信Ｉ／Ｆ部１８はバスＢ１を介して互いに接続されている。媒体読
み書き装置１６は、記録媒体１７に書き込まれている情報の読み出し及び記録媒体１７へ
の情報の書き込みを行う。
【００４８】
　記憶部１３はＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュ
メモリ等によって実現される。記憶媒体としての記憶部１３には、登録確認プログラム１
３Ａ及び運動状況登録プログラム１３Ｂが記憶されている。登録確認プログラム１３Ａ及
び運動状況登録プログラム１３Ｂは、登録確認プログラム１３Ａ及び運動状況登録プログ
ラム１３Ｂが書き込まれた記録媒体１７が媒体読み書き装置１６にセットされ、媒体読み
書き装置１６が記録媒体１７からの登録確認プログラム１３Ａ及び運動状況登録プログラ
ム１３Ｂの読み出しを行うことで、記憶部１３へ記憶される。ＣＰＵ１１は、登録確認プ
ログラム１３Ａ及び運動状況登録プログラム１３Ｂを記憶部１３から読み出してメモリ１
２に展開し、登録確認プログラム１３Ａ及び運動状況登録プログラム１３Ｂが各々有する
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プロセスを順次実行する。
【００４９】
　また、記憶部１３には、運動プログラムデータベース１３Ｃ、患者情報データベース１
３Ｄ、スポーツクラブ情報データベース１３Ｅ及び運動履歴情報データベース１３Ｆが記
憶される。運動プログラムデータベース１３Ｃ、患者情報データベース１３Ｄ、スポーツ
クラブ情報データベース１３Ｅ及び運動履歴情報データベース１３Ｆについては、詳細を
後述する。
【００５０】
　一方、本実施形態に係る情報受付装置２０は、上記運営会社と提携している医療機関（
本実施形態では、病院。以下、単に「医療機関」ともいう。）が管理する装置である。情
報受付装置２０は、ＣＰＵ２１、一時記憶領域としてのメモリ２２、不揮発性の記憶部２
３、キーボードとマウス等の入力部２４、液晶ディスプレイ等の表示部２５、媒体読み書
き装置２６及び通信Ｉ／Ｆ部２８を備えている。ＣＰＵ２１、メモリ２２、記憶部２３、
入力部２４、表示部２５、媒体読み書き装置２６及び通信Ｉ／Ｆ部２８はバスＢ２を介し
て互いに接続されている。媒体読み書き装置２６は、記録媒体２７に書き込まれている情
報の読み出し及び記録媒体２７への情報の書き込みを行う。
【００５１】
　記憶部２３はＨＤＤ、ＳＳＤ、フラッシュメモリ等によって実現される。記憶媒体とし
ての記憶部２３には、医療機関確認プログラム２３Ａが記憶されている。医療機関確認プ
ログラム２３Ａは、医療機関確認プログラム２３Ａが書き込まれた記録媒体２７が媒体読
み書き装置２６にセットされ、媒体読み書き装置２６が記録媒体２７からの医療機関確認
プログラム２３Ａの読み出しを行うことで、記憶部２３へ記憶される。ＣＰＵ２１は、医
療機関確認プログラム２３Ａを記憶部２３から読み出してメモリ２２に展開し、医療機関
確認プログラム２３Ａが有するプロセスを順次実行する。
【００５２】
　一方、本実施形態に係る情報処理装置３０は、上記運営会社と提携している運動施設（
本実施形態では、スポーツクラブ。以下、単に「運動施設」ともいう。）が管理する装置
である。情報処理装置３０は、ＣＰＵ３１、一時記憶領域としてのメモリ３２、不揮発性
の記憶部３３、キーボードとマウス等の入力部３４、液晶ディスプレイ等の表示部３５、
媒体読み書き装置３６、通信Ｉ／Ｆ部３８及び通信Ｉ／Ｆ部３９を備えている。ＣＰＵ３
１、メモリ３２、記憶部３３、入力部３４、表示部３５、媒体読み書き装置３６、通信Ｉ
／Ｆ部３８及び通信Ｉ／Ｆ部３９はバスＢ３を介して互いに接続されている。媒体読み書
き装置３６は、記録媒体３７に書き込まれている情報の読み出し及び記録媒体３７への情
報の書き込みを行う。
【００５３】
　記憶部３３はＨＤＤ、ＳＳＤ、フラッシュメモリ等によって実現される。記憶媒体とし
ての記憶部３３には、確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラム３３Ｂ及び運動実
行プログラム３３Ｃが記憶されている。確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラム
３３Ｂ及び運動実行プログラム３３Ｃは、確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラ
ム３３Ｂ及び運動実行プログラム３３Ｃが書き込まれた記録媒体３７が媒体読み書き装置
３６にセットされ、媒体読み書き装置３６が記録媒体３７からの確認結果登録プログラム
３３Ａ、入会プログラム３３Ｂ及び運動実行プログラム３３Ｃの読み出しを行うことで、
記憶部３３へ記憶される。ＣＰＵ３１は、確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラ
ム３３Ｂ及び運動実行プログラム３３Ｃを記憶部３３から読み出してメモリ３２に展開し
、確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラム３３Ｂ及び運動実行プログラム３３Ｃ
が各々有するプロセスを順次実行する。
【００５４】
　ところで、本実施形態に係る運動プログラムは、有酸素運動及びレジスタンス運動の組
み合わせによるプログラムとされており、本実施形態に係る運動施設には、有酸素運動及
びレジスタンス運動を実施する際に用いられる複数種類の運動器具が設けられている。例
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えば、有酸素運動を実施する際に用いられる運動器具としては、トレッドミル、バイク等
が例示される。また、レジスタンス運動を実施する際に用いられる運動器具としては、チ
ェストプレス、プルダウン、レッグプレス等が例示される。
【００５５】
　そして、本実施形態に係る、これらの運動器具（以下、「運動器具群」という。）６０
は、対応する運動器具による運動の実施状況を示す物理量（以下、「実施状況情報」とい
う。）を計測して送信する機能を有している。このため、通信Ｉ／Ｆ部３９には、運動器
具群６０が接続されており、情報処理装置３０は、運動器具群６０から実施状況情報を受
信することができる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、運動プログラムに含まれる有酸素運動及びレジスタンス運動が
、強度、持続時間及び種類が規定されたものとされているが、これに限るものではない。
例えば、上記有酸素運動及びレジスタンス運動が、頻度、強度、持続時間及び種類のうち
の１つか、又は、強度、持続時間及び種類の組み合わせを除く複数種類の組み合わせが規
定されたものとする形態としてもよい。
【００５７】
　また、本実施形態では、運動プログラムとして、予め定められた手法で有用性が確認さ
れたプログラムを適用している。なお、本実施形態では、上記予め定められた手法として
、運動介入群とコントロール群の並行群間比較試験で有用性を検証する手法を適用してい
る。これにより、運動プログラム自体の科学的な有用性を検証することができる。
【００５８】
　一方、本実施形態に係る携帯端末４０は、上記医療機関に通院しており、かつ、運動支
援システム９０が提供するサービス（以下、「提供サービス」という。）の利用対象とな
る複数の患者（本実施形態では、例えば２型糖尿病の患者。以下、単に「対象患者」とも
いう。）が各々所持する端末である。携帯端末４０は、ＣＰＵ４１、一時記憶領域として
のメモリ４２、不揮発性の記憶部４３、タッチパネル等の入力部４４、液晶ディスプレイ
等の表示部４５及び無線通信部４８を備えている。ＣＰＵ４１、メモリ４２、記憶部４３
、入力部４４、表示部４５及び無線通信部４８はバスＢ４を介して互いに接続されている
。
【００５９】
　記憶部４３は、ＨＤＤ、ＳＳＤ、フラッシュメモリ等によって実現される。記憶媒体と
しての記憶部４３には、登録依頼プログラム４３Ａが記憶されている。登録依頼プログラ
ム４３Ａは、予め記憶部４３にインストールされている。ＣＰＵ４１は、登録依頼プログ
ラム４３Ａを記憶部４３から読み出してメモリ４２に展開し、登録依頼プログラム４３Ａ
が有するプロセスを順次実行する。
【００６０】
　さらに、本実施形態に係るウェアラブル端末５０は、上記対象患者が運動プログラムに
よる運動を実施する際に各々身に付けるものである。なお、図示は省略するが、本実施形
態に係るウェアラブル端末５０は、装着者（患者）の心拍数を含む生体情報を計測する機
能、及び計測した生体情報を無線で当該装着者が所持する携帯端末４０に送信する機能を
有している。
【００６１】
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る運動支援装置１０、情報受付装置２０、情報
処理装置３０及び携帯端末４０の機能的な構成について説明する。図２に示すように、本
実施形態に係る運動支援装置１０は、取得部１１Ａ、実行部１１Ｂ、提供部１１Ｃ、設定
部１１Ｄ及び指示部１１Ｅを含む。運動支援装置１０のＣＰＵ１１が登録確認プログラム
１３Ａ及び運動状況登録プログラム１３Ｂを実行することで、取得部１１Ａ、実行部１１
Ｂ、提供部１１Ｃ、設定部１１Ｄ及び指示部１１Ｅとして機能する。
【００６２】
　本実施形態に係る取得部１１Ａは、上記医療機関に通院している患者の疾患に応じた運
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動プログラムによる運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施に関
する確認結果を示す確認結果情報を、上記医療機関から取得する。なお、本実施形態では
、上記医療機関による確認として、対応する患者の担当医師による次の２点の確認を適用
している。
【００６３】
確認１：提供サービスを利用した運動プログラムによる運動の実施をする者が推奨した患
者であることの確認。
【００６４】
確認２：診療上、提供サービスを勧めることができない患者ではないことの確認。
【００６５】
　なお、上記確認１は、何らかの手違いや、いたずらによる申し込みを回避することを目
的としている。また、上記確認２は、提供サービスの利用による運動が、患者の病状の改
善に寄与しない事態、又は患者に対して悪影響を及ぼす事態の発生を回避することを目的
としている。
【００６６】
　但し、医療機関による確認は、この形態には限らず、例えば、予め提供した運動プログ
ラムによる運動の強度を患者が勝手に変えていないことの確認等、他の確認を適用する形
態としてもよい。また、上記確認を行う人は担当医師に限るものではなく、例えば、担当
医師から指示された他の医師や看護師、理学療法士等といった、患者が受診する医療機関
の関係者が上記確認を行う形態としてもよい。
【００６７】
　そして、実行部１１Ｂは、取得部１１Ａによって取得された確認結果情報に基づいて、
運動施設及び患者の双方に対して、当該患者の上記運動プログラムによる運動の上記運動
施設での実施の許可又は不許可情報を送信する処理を実行する。より具体的には、実行部
１１Ｂは、上記確認結果情報が、問題がないことを示す情報である場合は許可情報を、問
題があることを示す情報である場合は不許可情報を、運動施設及び患者の双方に送信する
。なお、許可情報又は不許可情報の送信先は、必ずしも運動施設及び患者の双方とする必
要はなく、例えば、運動施設及び患者の何れか一方のみに送信する形態としてもよい。
【００６８】
　一方、提供部１１Ｃは、上記運動プログラムを示す運動プログラム情報を、運動施設及
び患者の双方に提供する。なお、運動プログラム情報の提供先は運動施設及び患者の２箇
所には限定されない。運動プログラム情報の提供先としては、医療機関、運動施設及び患
者の何れか１箇所か、又は、運動施設及び患者の２箇所の組み合わせを除く複数箇所の組
み合わせとする形態としてもよい。なお、運動プログラム情報の提供先が医療機関、運動
施設及び患者のうちの１箇所又は２箇所である場合は、運動プログラム情報の提供先から
非提供先に当該運動プログラム情報を提供する形態としてもよい。
【００６９】
　また、提供部１１Ｃは、運動プログラム情報に加えて、当該運動プログラム情報による
運動の効果を示す効果情報を、運動施設及び患者の双方に提供する。なお、効果情報の提
供先も運動施設及び患者の２箇所には限定されない。効果情報の提供先としても、医療機
関、運動施設及び患者の何れか１箇所か、又は、運動施設及び患者の２箇所の組み合わせ
を除く複数箇所の組み合わせとする形態としてもよい。なお、効果情報の提供先が医療機
関、運動施設及び患者のうちの１箇所又は２箇所である場合は、効果情報の提供先から非
提供先に当該効果情報を提供する形態としてもよいことは運動プログラム情報の場合と同
様である。
【００７０】
　また、設定部１１Ｄは、提供部１１Ｃによる運動プログラム情報の提供に対する対価と
して、運動施設に対して患者の利用に応じた課金の設定を行う。ここで、本実施形態では
、上記課金の金額として、運動施設が患者から受領した施設利用に対する費用の少なくと
も一部を含むものとしている。そして、指示部１１Ｅは、患者に対して運動プログラム情
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報の提供に対する対価の支払いを指示する。但し、これらの形態に限らず、設定部１１Ｄ
による運動施設に対する課金の設定、及び指示部１１Ｅによる患者に対する対価の支払い
の指示の何れか一方を実行しない形態や、双方ともに実行しない形態としてもよい。
【００７１】
　一方、取得部１１Ａは、患者の運動プログラムに応じた運動の実施状況を示す、上述し
た実施状況情報を更に取得し、実行部１１Ｂは、取得部１１Ａによって取得された実施状
況情報を、医療機関の医療従事者が参照可能に記憶部１３に記憶する処理を更に実行する
。ここで、本実施形態に係る取得部１１Ａは、上記実施状況情報として、患者が運動の最
中に装着するウェアラブル端末５０から送信される、上述した生体情報を含めて取得する
。なお、本実施形態では、ウェアラブル端末５０によって計測された患者の心拍数を含む
生体情報を、当該患者が所持する携帯端末４０を介して情報処理装置３０に送信する。そ
して、情報処理装置３０は、運動器具群６０から受信した実施状況情報に、対応する患者
に関する生体情報を含めて運動支援装置１０に送信する。
【００７２】
　一方、本実施形態に係る情報受付装置２０は、受付部２１Ａ及び送信部２１Ｂを含む。
情報受付装置２０のＣＰＵ２１が医療機関確認プログラム２３Ａを実行することで、受付
部２１Ａ及び送信部２１Ｂとして機能する。
【００７３】
　本実施形態に係る受付部２１Ａは、上述した確認結果情報を受け付ける。そして、本実
施形態に係る送信部２１Ｂは、受付部２１Ａによって受け付けられた確認結果情報を運動
支援装置１０に送信する。
【００７４】
　また、本実施形態に係る情報処理装置３０は、処理部３１Ａを含む。情報処理装置３０
のＣＰＵ３１が確認結果登録プログラム３３Ａ、入会プログラム３３Ｂ、及び運動実行プ
ログラム３３Ｃを実行することで、処理部３１Ａとして機能する。
【００７５】
　本実施形態に係る処理部３１Ａは、運動支援装置１０における実行部１１Ｂによる、患
者の運動プログラムによる運動の運動施設での実施の許可又は不許可情報を送信する処理
に応じた処理等を行う。本実施形態に係る処理部３１Ａでは、当該処理として、後述する
確認結果登録処理、入会処理及び運動実行処理の各処理を行っているが、この詳細につい
ては後述する。
【００７６】
　更に、本実施形態に係る携帯端末４０は、処理部４１Ａを含む。携帯端末４０のＣＰＵ
４１が登録依頼プログラム４３Ａを実行することで、処理部４１Ａとして機能する。
【００７７】
　本実施形態に係る処理部４１Ａは、後述する登録依頼処理や、上述した生体情報を情報
処理装置３０に送信する処理等を行う。
【００７８】
　次に、図３を参照して、本実施形態に係る運動プログラムデータベース１３Ｃについて
説明する。
【００７９】
　図３に示すように、本実施形態に係る運動プログラムデータベース１３Ｃは、患者属性
別に、有酸素運動及びレジスタンス運動の各運動種の組み合わせからなる運動プログラム
情報が記憶される。なお、図３に示す例では、運動プログラム情報として、所定期間毎（
図３に示す例では、１～２週（以下、「第１期間」という。）、３～４週（以下、「第２
期間」という。）、５～１２週（以下、「第３期間」という。）の３段階の期間）の規定
種（本実施形態では、強度、持続時間、種類）が記憶される。
【００８０】
　図３に示す例では、例えば、２０歳から２９歳までの男性に対応する運動プログラム情
報として、有酸素運動については、第１期間における強度としてＡ１～Ａ２％が適用され
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、持続時間としてＣ分が適用され、種類としてトレッドミル、又は、バイク等が適用され
る。なお、本実施形態では、有酸素運動における強度として、対象患者の心拍数が目標心
拍数として予め定められた範囲内である時間の上記持続時間に対する割合を適用している
。また、本実施形態では、レジスタンス運動における強度として、最大挙上重量（１回の
み挙上できる最大重量（負荷））の推測値に対する割合を適用している。但し、有酸素運
動及びレジスタンス運動の各強度は、これらの形態に限るものでないことは言うまでもな
い。
【００８１】
　また、図３に示すように、本実施形態に係る運動プログラムデータベース１３Ｃには、
各運動を行った場合の効果を示す、上述した効果情報も記憶される。図３に示す例では、
上記効果情報として、ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ）の低下率を適用しているが、こ
れに限るものでないことも言うまでもない。なお、本実施形態に係る運動プログラムデー
タベース１３Ｃに登録される運動プログラム情報は、有用性が確認されたものであること
は上述した通りである。
【００８２】
　次に、図４を参照して、本実施形態に係る患者情報データベース１３Ｄについて説明す
る。
【００８３】
　図４に示すように、本実施形態に係る患者情報データベース１３Ｄは、患者ＩＤ（IDen
tification）、患者名、住所、医療機関名、担当医師及びメールアドレスの各情報が記憶
される。
【００８４】
　上記患者ＩＤは、各対象患者を識別するために、各対象患者別に予め割り当てられた情
報であり、上記患者名は、対応する対象患者の氏名を示す情報であり、上記住所は、対応
する対象患者の住所を示す情報である。また、上記医療機関名は、対応する対象患者が通
院する医療機関の名称を示す情報であり、上記担当医師は、対応する対象患者を担当する
医師の氏名を示す情報であり、上記メールアドレスは、対応する担当医師の電子メールの
アドレスを示す情報である。
【００８５】
　次に、図５を参照して、本実施形態に係るスポーツクラブ情報データベース１３Ｅにつ
いて説明する。
【００８６】
　図５に示すように、本実施形態に係るスポーツクラブ情報データベース１３Ｅは、運動
支援システム９０が対応しているスポーツクラブ毎に、所在地、名称及び登録患者情報の
各情報が記憶される。
【００８７】
　上記所在地は、対応するスポーツクラブの所在地を示す情報であり、上記名称は、対応
するスポーツクラブの名称を示す情報であり、上記登録患者情報は、対応するスポーツク
ラブにおける提供サービスの利用が許可された対象患者の患者ＩＤを示す情報である。
【００８８】
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る運動履歴情報データベース１３Ｆについて説
明する。
【００８９】
　図６に示すように、本実施形態に係る運動履歴情報データベース１３Ｆは、患者ＩＤ、
運動種、及び上記所定期間（本実施形態では、上述した第１期間、第２期間、第３期間の
３段階の期間）毎の運動履歴の各情報が記憶される。
【００９０】
　上記患者ＩＤは、患者情報データベース１３Ｄの患者ＩＤと同一の情報であり、上記運
動種は、運動プログラムデータベース１３Ｃの運動種と同一の情報である。また、上記運
動履歴は、対応する対象患者に関する、上記所定期間毎の実際の運動の状況を示す情報で
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あり、本実施形態では、当該情報として、上述した実施状況情報を適用している。
【００９１】
　次に、図７～図１９を参照して、本実施形態に係る運動支援システム９０の作用を説明
する。なお、以下では、錯綜を回避するため、運動プログラムデータベース１３Ｃ及び患
者情報データベース１３Ｄの各データベースが予め構築されている場合について説明する
。また、以下では、錯綜を回避するため、スポーツクラブ情報データベース１３Ｅの所在
地及び名称の各情報が予め登録されており、運動履歴情報データベース１３Ｆの患者ＩＤ
及び運動種の各情報が予め登録されている場合について説明する。
【００９２】
　まず、図７～図１０を参照して、本実施形態に係る携帯端末４０の作用を説明する。何
れかの携帯端末４０のＣＰＵ４１が登録依頼プログラム４３Ａを実行することによって、
図７に示す登録依頼処理が実行される。図７に示す登録依頼処理は、例えば、運動支援シ
ステム９０が対応している医療機関を受診している患者から、自身の携帯端末４０の入力
部４４を介して登録依頼処理の実行指示が入力された場合に実行される。
【００９３】
　図７のステップ１００で、処理部４１Ａは、予め定められた構成とされた登録画面を表
示部４５により表示する制御を行った後、ステップ１０２で、処理部４１Ａは、所定情報
が入力されるまで待機する。
【００９４】
　図８には、本実施形態に係る登録画面の一例が示されている。図８に示すように、本実
施形態に係る登録画面では、患者自身に関する情報の入力を促すメッセージが表示される
。また、本実施形態に係る登録画面では、患者自身の氏名、性別、年齢、担当医師の氏名
及び自身が受信している医療機関の名称を入力するための入力領域が表示される。
【００９５】
　図８に示される登録画面が表示部４５に表示されると、患者は、自身に関する各情報を
対応する入力領域に入力部４４を介して入力した後、入力部４４を介して終了ボタン４５
Ａを指定する。患者によって終了ボタン４５Ａが指定されると、ステップ１０２が肯定判
定となってステップ１０４に移行する。
【００９６】
　ステップ１０４で、処理部４１Ａは、登録画面において患者によって入力された各情報
（以下、「登録情報」という。）を、運動支援装置１０に無線通信部４８を介して送信す
る。登録情報を受信すると、運動支援装置１０は、後述するように、スポーツクラブ選択
画面情報か、又は、不許可情報を、登録情報の送信元の携帯端末４０に送信する。
【００９７】
　そこで、ステップ１０６で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０からスポーツクラブ選
択画面情報を受信したか否かを判定し、肯定判定となった場合はステップ１０８に移行す
る。ステップ１０８で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０から受信したスポーツクラブ
選択画面情報が示すスポーツクラブ選択画面を表示部４５により表示する制御を行った後
、ステップ１１０で、処理部４１Ａは、所定情報が入力されるまで待機する。
【００９８】
　図９には、本実施形態に係るスポーツクラブ選択画面の一例が示されている。図９に示
すように、本実施形態に係るスポーツクラブ選択画面では、希望するスポーツクラブの選
択を促すメッセージが表示される。また、本実施形態に係るスポーツクラブ選択画面では
、運動支援システム９０が対象としているスポーツクラブの名称、及び対応するスポーツ
クラブを選択する際に指定する指定領域が表示される。
【００９９】
　図９に示されるスポーツクラブ選択画面が表示部４５に表示されると、患者は、入力部
４４を介して、利用を希望するスポーツクラブに対応する指定領域を指定した後、入力部
４４を介して終了ボタン４５Ａを指定する。患者によって終了ボタン４５Ａが指定される
と、ステップ１１０が肯定判定となってステップ１１２に移行する。
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【０１００】
　ステップ１１２で、処理部４１Ａは、スポーツクラブ選択画面において患者によって選
択されたスポーツクラブを示す情報（以下、「選択スポーツクラブ情報」という。）を、
運動支援装置１０に無線通信部４８を介して送信する。選択スポーツクラブ情報を受信す
ると、運動支援装置１０は、後述するように、許可情報を選択スポーツクラブ情報の送信
元の携帯端末４０に送信した後、運動プログラム情報及び効果情報を当該携帯端末４０に
送信する。
【０１０１】
　そこで、ステップ１１４で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０から許可情報を受信す
るまで待機し、ステップ１１６で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０から受信した許可
情報を記憶部４３に記憶する。ステップ１１８で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０か
ら運動プログラム情報及び効果情報を受信するまで待機し、ステップ１２０で、処理部４
１Ａは、運動支援装置１０から受信した運動プログラム情報及び効果情報を記憶部４３に
記憶する。この運動プログラム情報及び効果情報の記憶により、患者は、当該運動プログ
ラム情報及び効果情報により示される運動プログラム及び効果を随時参照することができ
る。
【０１０２】
　ところで、本実施形態に係る運動支援装置１０は、運動プログラム情報及び効果情報を
携帯端末４０に送信した後、上述したように、指示部１１Ｅにより、患者に対して運動プ
ログラム情報の提供に対する対価の支払いを指示する処理（以下、「対価支払い指示処理
」という。）を実行する。そこで、ステップ１２２では、処理部４１Ａにより、当該対価
支払い指示処理に応じて、運営会社に対して対価を支払うための処理を実行し、その後に
本登録依頼処理を終了する。
【０１０３】
　一方、ステップ１０６で否定判定となった場合はステップ１２４に移行し、処理部４１
Ａは、運動支援装置１０から不許可情報を受信したか否かを判定して、否定判定となった
場合はステップ１０６に戻る一方、肯定判定となった場合にはステップ１２６に移行する
。
【０１０４】
　ステップ１２６で、処理部４１Ａは、運動支援装置１０から受信した不許可情報を記憶
部４３に記憶し、ステップ１２８で、処理部４１Ａは、予め定められた構成とされた不許
可画面を表示部４５により表示する制御を行った後、ステップ１３０で、処理部４１Ａは
、所定情報が入力されるまで待機する。
【０１０５】
　図１０には、本実施形態に係る不許可画面の一例が示されている。図１０に示すように
、本実施形態に係る不許可画面では、提供サービスの利用が許可されなかった旨が、その
理由と共に表示される。図１０に示される不許可画面が表示部４５に表示されると、患者
は、提供サービスが利用できない旨を把握した後、入力部４４を介して終了ボタン４５Ａ
を指定する。患者によって終了ボタン４５Ａが指定されると、ステップ１３０が肯定判定
となって本登録依頼処理を終了する。
【０１０６】
　次に、図１１を参照して、本実施形態に係る運動支援装置１０の作用を説明する。運動
支援装置１０のＣＰＵ１１が登録確認プログラム１３Ａを実行することによって、図１１
に示す登録確認処理が実行される。図１１に示す登録確認処理は、何れかの患者が所持す
る携帯端末４０から上述した登録情報を受信した場合に実行される。
【０１０７】
　図１１のステップ２００で、取得部１１Ａは、携帯端末４０から受信した登録情報から
、当該登録情報を送信した患者の氏名、性別、及び年齢の各情報（以下、「患者情報」と
いう。）を抽出する。ステップ２０２で、取得部１１Ａは、受信した登録情報に含まれる
担当医師名に対応する担当医師のメールアドレスを患者情報データベース１３Ｄから読み
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出し、読み出したメールアドレスに対して、抽出した患者情報を電子メールによって送信
する。この電子メールの送信により、患者によって入力された担当医師名が示す担当医師
が用いる情報受付装置２０は、患者に対応する患者情報を受信する。患者情報を受信する
と、情報受付装置２０は、後述するように、確認結果情報を運動支援装置１０に送信する
。
【０１０８】
　そこで、ステップ２０４で、取得部１１Ａは、情報受付装置２０から確認結果情報が受
信されるまで待機する。ステップ２０６で、実行部１１Ｂは、情報受付装置２０から受信
した確認結果情報が問題ないことを示す情報（本実施形態では、「許可」を示す情報）で
あるか否かを判定し、否定判定となった場合（本実施形態では、確認結果情報が「不許可
」を示す情報であった場合）はステップ２０８に移行する。
【０１０９】
　ステップ２０８で、実行部１１Ｂは、上述した不許可情報を登録情報の送信元の携帯端
末４０、及び運動支援システム９０が対象としている全てのスポーツクラブに通信Ｉ／Ｆ
部１８を介して送信した後、本登録確認処理を終了する。ここで、実行部１１Ｂは、不許
可情報を上記全てのスポーツクラブに送信する際には、患者情報における患者の氏名を示
す情報も送信する。
【０１１０】
　一方、ステップ２０６で肯定判定となった場合、すなわち、情報受付装置２０から受信
した確認結果情報が問題ないことを示す情報である場合はステップ２１０に移行し、実行
部１１Ｂは、対応する患者の近隣のスポーツクラブの名称を示す情報を以下に示すように
読み出す。
【０１１１】
　すなわち、まず、実行部１１Ｂは、受信した患者情報における患者の氏名に対応する住
所を示す情報を患者情報データベース１３Ｄから読み出す。そして、実行部１１Ｂは、読
み出した住所の近隣が所在地とされているスポーツクラブ（本実施形態では、所在地にお
ける市名が同一のスポーツクラブ）の名称をスポーツクラブ情報データベース１３Ｅから
読み出す。
【０１１２】
　ステップ２１２で、実行部１１Ｂは、ステップ２１０の処理によって読み出したスポー
ツクラブの名称を用いて、上述したスポーツクラブ選択画面情報を構成する。ステップ２
１４で、実行部１１Ｂは、構成したスポーツクラブ選択画面情報を登録情報の送信元の携
帯端末４０に通信Ｉ／Ｆ部１８を介して送信する。
【０１１３】
　スポーツクラブ選択画面情報を受信すると、登録情報の送信元の携帯端末４０では、上
述したように、スポーツクラブ選択画面において表示されたスポーツクラブのうち、対応
する患者が選択したスポーツクラブを示す選択スポーツクラブ情報が送信される。そこで
、ステップ２１６で、実行部１１Ｂは、当該患者の携帯端末４０から選択スポーツクラブ
情報が受信されるまで待機する。
【０１１４】
　ステップ２１８で、実行部１１Ｂは、受信した患者情報における患者の氏名に対応する
患者ＩＤを患者情報データベース１３Ｄから読み出す。そして、実行部１１Ｂは、読み出
した患者ＩＤを、選択スポーツクラブ情報が示すスポーツクラブに対応する登録患者情報
としてスポーツクラブ情報データベース１３Ｅに登録する。
【０１１５】
　ステップ２２０で、実行部１１Ｂは、上述した許可情報を登録情報の送信元の携帯端末
４０、及び選択スポーツクラブ情報が示すスポーツクラブ（以下、「該当スポーツクラブ
」という。）に通信Ｉ／Ｆ部１８を介して送信する。ここで、実行部１１Ｂは、許可情報
を該当スポーツクラブに送信する際には、患者情報における患者の氏名を示す情報も送信
する。ステップ２２２で、提供部１１Ｃは、患者情報における患者の性別及び年齢に対応
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する運動プログラム情報及び効果情報を運動プログラムデータベース１３Ｃから読み出す
。
【０１１６】
　ステップ２２４で、提供部１１Ｃは、読み出した運動プログラム情報及び効果情報を、
登録情報の送信元の携帯端末４０、及び該当スポーツクラブに通信Ｉ／Ｆ部１８を介して
送信する。
【０１１７】
　ステップ２２６で、指示部１１Ｅは、上述した対価支払い指示処理を実行する。ステッ
プ２２８で、設定部１１Ｄは、該当スポーツクラブに対し、運動プログラム情報の提供に
対する対価として、患者の該当スポーツクラブに対する利用に応じた課金の設定を行う課
金設定処理を行い、その後に本登録確認処理を終了する。なお、上述したように、本実施
形態では、上記課金の金額として、運動施設が患者から受領した施設利用に対する費用の
少なくとも一部を含むものとしているが、これに限るものでないことは言うまでもない。
【０１１８】
　次に、図１２及び図１３を参照して、本実施形態に係る情報受付装置２０の作用を説明
する。情報受付装置２０のＣＰＵ２１が医療機関確認プログラム２３Ａを実行することに
よって、図１２に示す医療機関確認処理が実行される。図１２に示す医療機関確認処理は
、運動支援装置１０から上述した患者情報を受信した場合に実行される。
【０１１９】
　図１２のステップ３００で、受付部２１Ａは、受信した患者情報を用いて、予め定めら
れた構成とされた確認画面を示す確認画面情報を構成し、当該確認画面を表示部２５によ
り表示する制御を行った後、ステップ３０２で、受付部２１Ａは、所定情報が入力される
まで待機する。
【０１２０】
　図１３には、本実施形態に係る確認画面の一例が示されている。図１３に示すように、
本実施形態に係る確認画面では、患者のスポーツクラブへの登録を許可するか否かの確認
を促すメッセージが表示されると共に、患者の患者情報（本実施形態では、氏名、性別、
年齢）が表示される。また、本実施形態に係る確認画面では、患者のスポーツクラブへの
登録を許可するか否かを入力するための入力領域が表示される。
【０１２１】
　図１３に示される確認画面が表示部２５に表示されると、対応する患者の担当医師は、
入力部２４を介して、上記入力領域に「許可」又は「不許可」を示す情報を入力した後、
入力部２４を介して終了ボタン２５Ａを指定する。担当医師によって終了ボタン２５Ａが
指定されると、ステップ３０２が肯定判定となってステップ３０４に移行する。
【０１２２】
　ステップ３０４で、送信部２１Ｂは、確認画面上で担当医師によって入力された「許可
」又は「不許可」を示す情報を用いて上述した確認結果情報を作成し、ステップ３０６で
、送信部２１Ｂは、作成した確認結果情報を運動支援装置１０に送信し、その後に本医療
機関確認処理を終了する。
【０１２３】
　次に、図１４～図１８を参照して、本実施形態に係る情報処理装置３０の作用を説明す
る。まず、図１４を参照して、確認結果登録処理を実行する場合の情報処理装置３０の作
用を説明する。情報処理装置３０のＣＰＵ３１が確認結果登録プログラム３３Ａを実行す
ることによって、図１４に示す確認結果登録処理が実行される。図１４に示す確認結果登
録処理は、運動支援装置１０から上述した許可情報又は不許可情報を受信した場合に実行
される。
【０１２４】
　図１４のステップ４００で、処理部３１Ａは、受信した情報が許可情報であったか否か
を判定し、肯定判定となった場合はステップ４０２に移行して、処理部３１Ａは、受信し
た許可情報、及び当該許可情報と共に受信した患者の氏名を示す情報（以下、「氏名情報
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」という。）を対応付けて記憶部３３に記憶する。
【０１２５】
　運動支援装置１０は、上述したように、許可情報を該当スポーツクラブの情報処理装置
３０に送信した後、運動プログラム情報及び効果情報を当該情報処理装置３０に送信する
。
【０１２６】
　そこで、ステップ４０４で、処理部３１Ａは、運動支援装置１０から運動プログラム情
報及び効果情報を受信するまで待機し、ステップ４０６で、処理部３１Ａは、受信した運
動プログラム情報及び効果情報を、直前のステップ４０２の処理で記憶部３３に記憶した
許可情報及び氏名情報に対応付けて記憶部３３に記憶する。
【０１２７】
　ステップ４０８で、処理部３１Ａは、上述した運動支援装置１０による課金設定処理に
応じて、運営会社に対して対価を支払うための処理を実行し、その後に本確認結果登録処
理を終了する。
【０１２８】
　一方、ステップ４００において否定判定となった場合、すなわち、受信した情報が不許
可情報であった場合はステップ４１０に移行し、処理部３１Ａは、受信した不許可情報、
及び当該不許可情報と共に受信した氏名情報を記憶部３３に対応付けて記憶し、その後に
本確認結果登録処理を終了する。
【０１２９】
　次に、図１５を参照して、入会処理を実行する場合の情報処理装置３０の作用を説明す
る。情報処理装置３０のＣＰＵ３１が入会プログラム３３Ｂを実行することによって、図
１５に示す入会処理が実行される。図１５に示す入会処理は、提供サービスの利用が申し
込まれたことに応じて、該当スポーツクラブの担当者から入力部３４を介して入会処理の
実行指示が入力された場合に実行される。なお、提供サービスの利用の申し込みを受け付
ける際に、該当スポーツクラブの担当者（以下、単に「担当者」という。）は、申込者に
対して自身の氏名を所定の書面に記載させる。
【０１３０】
　図１５のステップ５００で、処理部３１Ａは、申込者が上記書面に記載した氏名の上記
担当者による入力部３４を介した入力を受け付ける。ステップ５０２で、処理部３１Ａは
、受け付けた申込者の氏名を示す氏名情報が許可情報と対応付けられて記憶部３３に記憶
されているか否かを判定することにより、申込者が担当医師によって許可された許可者で
あるか否かを判定し、肯定判定となった場合はステップ５０４に移行する。
【０１３１】
　ステップ５０４で、処理部３１Ａは、申込者の氏名を示す氏名情報に対応付けられて記
憶されている運動プログラム情報及び効果情報を記憶部３３から読み出し、ステップ５０
６で、処理部３１Ａは、読み出した運動プログラム情報及び効果情報を用いて、予め定め
られた構成とされた運動プログラム表示画面を表示部３５により表示する制御を行った後
、ステップ５０８で、処理部３１Ａは、所定情報が入力されるまで待機する。
【０１３２】
　図１６には、本実施形態に係る運動プログラム表示画面の一例が示されている。図１６
に示すように、本実施形態に係る運動プログラム表示画面では、申込者（対象患者）に適
した運動プログラム情報が示す運動プログラム、及び効果情報が示す当該運動プログラム
による効果が表示される。
【０１３３】
　図１６に示される運動プログラム表示画面が表示部３５に表示されると、担当者は、申
込者用の運動プログラム及びその効果を確認した後、入力部３４を介して終了ボタン３５
Ａを指定する。担当者によって終了ボタン３５Ａが指定されると、ステップ５０８が肯定
判定となって本入会処理を終了する。なお、表示部３５に運動プログラム表示画面が表示
されると、担当者は、申込者の入会手続きを行う。
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【０１３４】
　一方、ステップ５０２において否定判定となった場合はステップ５１０に移行し、処理
部３１Ａは、申込者による入会を禁止するものとして予め定められた処理（以下、「入会
禁止処理」という。）を実行し、その後に本入会処理を終了する。なお、本実施形態では
、上記入会禁止処理として、一例として図１７に示す提供サービスへの入会を禁止する旨
を示す入会禁止指示画面を表示部３５によって表示する処理を適用しているが、これに限
るものではない。
【０１３５】
　次に、図１８を参照して、運動実行処理を実行する場合の情報処理装置３０の作用を説
明する。情報処理装置３０のＣＰＵ３１が運動実行プログラム３３Ｃを実行することによ
って、図１８に示す運動実行処理が実行される。図１８に示す運動実行処理は、提供サー
ビスへの入会が許可された申込者（以下、「許可者」という。）が、入会したスポーツク
ラブにおいて運動を実行する場合において、当該スポーツクラブの担当者から入力部３４
を介して運動実行処理の実行指示が入力された場合に実行される。なお、許可者は、自身
が所持するウェアラブル端末５０を装着して稼働状態にすると共に、自身が所持する携帯
端末４０も稼働状態とする。これにより、情報処理装置３０は、許可者の心拍数を含む生
体情報の携帯端末４０からの受信を連続的に行うことができる。また、錯綜を回避するた
めに、ここでは、対応するスポーツクラブに設けられている運動器具群６０からの実施状
況情報の送信が常時行われている場合について説明する。
【０１３６】
　図１８のステップ６００で、処理部３１Ａは、許可者に対応する運動プログラム情報を
記憶部３３から読み出す。ステップ６０２で、処理部３１Ａは、読み出した運動プログラ
ム情報が示す運動プログラムで使用する運動器具群６０からの実施状況情報の受信、及び
受信した実施状況情報の記憶部３３への記憶を開始する。ステップ６０４で、処理部３１
Ａは、許可者が所持する携帯端末４０からの生体情報の受信、及び受信した生体情報の記
憶部３３への記憶を開始する。
【０１３７】
　ステップ６０６で、処理部３１Ａは、所定時間（本実施形態では、１０秒）が経過する
まで待機し、ステップ６０８で、処理部３１Ａは、その時点から遡って上記所定時間前か
ら、この時点までに記憶した実施状況情報及び生体情報を記憶部３３から読み出す。
【０１３８】
　ステップ６１０で、処理部３１Ａは、読み出した実施状況情報に、読み出した生体情報
を含めて、許可者の患者ＩＤを示す情報と共に運動支援装置１０に送信する。ステップ６
１２で、処理部３１Ａは、予め定められた終了タイミングが到来したか否かを判定し、否
定判定となった場合はステップ６０６に戻る一方、肯定判定となった場合にはステップ６
１４に移行する。なお、本実施形態では、上記終了タイミングとして、許可者が装着して
いるウェアラブル端末５０の稼働状態を停止させたタイミングを適用しているが、これに
限らない。例えば、担当者によって実施状況情報の運動支援装置１０への送信を停止させ
る旨の指示入力が入力部３４を介して行われたタイミング等を上記終了タイミングとする
形態としてもよい。
【０１３９】
　ステップ６１４で、処理部３１Ａは、ステップ６０２及びステップ６０４の処理によっ
て開始した実施状況情報及び生体情報の受信及び記憶部３３への記憶を停止させ、その後
に本運動実行処理を終了する。
【０１４０】
　次に、図１９を参照して、本実施形態に係る運動状況登録処理を実行する場合の運動支
援装置１０の作用を説明する。運動支援装置１０のＣＰＵ１１が運動状況登録プログラム
１３Ｂを実行することによって、図１９に示す運動状況登録処理が実行される。図１９に
示す運動状況登録処理は、何れかのスポーツクラブから実施状況情報を受信した場合に実
行される。
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【０１４１】
　図１９のステップ７００で、実行部１１Ｂは、受信した実施状況情報を、当該実施状況
情報と共に受信した患者ＩＤに対応する運動履歴として、運動履歴情報データベース１３
Ｆに記憶し、ステップ７０２で、実行部１１Ｂは、予め定められた終了タイミングが到来
したか否かを判定し、否定判定となった場合はステップ７００に戻る一方、肯定判定とな
った場合には本運動状況登録処理を終了する。なお、本実施形態では、上記終了タイミン
グとして、スポーツクラブからの実施状況情報の受信が上記所定時間を超えて受信されな
かったタイミングを適用しているが、これに限らない。例えば、受信した患者ＩＤに対応
する許可者に提供した運動プログラム情報を参照し、当該運動プログラム情報によって示
される、対応する１日分の運動の量だけ実施状況情報の記憶部３３への記憶が終了したタ
イミング等を上記終了タイミングとする形態としてもよい。
【０１４２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、医療機関に通院している患者の疾患に応じ
た運動プログラムによる運動が実施される運動施設における、当該患者の当該運動の実施
に関する確認結果を示す確認結果情報を医療機関から取得する取得部１１Ａと、取得部１
１Ａによって取得された確認結果情報に基づいて、運動施設及び患者の双方に対して、当
該患者の運動プログラムによる運動の運動施設での実施の許可又は不許可情報を送信する
処理を実行する実行部１１Ｂと、を備えている。従って、患者が運動施設で運動を実施す
ることの可否について医療機関により確認されていない運動を当該運動施設で行うことを
、確実に防止することができる。
【０１４３】
　また、本実施形態によれば、運動プログラムを示す運動プログラム情報を、運動施設及
び患者の双方に提供している。従って、運動プログラム情報の提供先にとっての利便性を
向上させることができる。
【０１４４】
　また、本実施形態によれば、運動プログラム情報に加えて、当該運動プログラム情報に
よる運動の効果を示す効果情報を、運動施設及び患者の双方に提供している。従って、患
者に対して運動プログラムに応じた運動を継続させるためのモチベーションを向上させる
ことができる。
【０１４５】
　また、本実施形態によれば、運動施設に対して患者の利用に応じた課金の設定を行って
いる。従って、運動プログラム情報の提供に対する対価を得ることができる。
【０１４６】
　また、本実施形態によれば、上記課金の金額を、運動施設が患者から受領した施設利用
に対する費用の少なくとも一部を含むものとしている。従って、より合理的な課金を行う
ことができる。
【０１４７】
　また、本実施形態によれば、患者に対して運動プログラム情報の提供に対する対価の支
払いを指示している。従って、クレジットカード等を新規に作成させる手間を省くことが
できる。
【０１４８】
　また、本実施形態によれば、患者の運動プログラムに応じた運動の実施状況を示す実施
状況情報を取得し、取得した実施状況情報を、医療機関の医療従事者が参照可能に記憶部
に記憶する処理を更に実行している。従って、医療従事者に対して、患者による運動の実
施状況を容易に把握させることができる。
【０１４９】
　また、本実施形態によれば、実施状況情報を、患者が上記運動の最中に装着するウェア
ラブル端末からも取得している。従って、より簡易に実施状況情報を取得することができ
る。
【０１５０】
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　また、本実施形態によれば、運動プログラムを、有酸素運動及びレジスタンス運動の組
み合わせによるプログラムとしている。従って、より効果的な運動プログラムを提供する
ことができる。
【０１５１】
　また、本実施形態によれば、上記有酸素運動及びレジスタンス運動として、強度、持続
時間、及び種類が規定されたものとしている。従って、より簡易、かつ、定量的に、有酸
素運動及びレジスタンス運動を規定することができる。
【０１５２】
　また、本実施形態によれば、運動プログラムを、予め定められた手法で有用性が確認さ
れたプログラムとしている。従って、患者に対して運動プログラムに応じた運動を継続さ
せるためのモチベーションを向上させることができる。
【０１５３】
　また、本実施形態によれば、上記予め定められた手法を、運動介入群とコントロール群
の並行群間比較試験で有用性を検証する手法としている。従って、運動プログラム自体の
科学的な有用性を検証することができる。
【０１５４】
　更に、本実施形態によれば、上記疾患を、２型糖尿病としている。従って、２型糖尿病
の疾患に対して、運動を実施することの可否が医療機関により確認されていない運動を患
者が運動施設で行うことを、確実に防止することができる。
【０１５５】
　なお、上記実施形態では、患者の患者情報を電子メールによって担当医師が用いる情報
受付装置２０に送信する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、専用回
線を介して上記患者情報を上記情報受付装置２０に送信する形態としてもよい。
【０１５６】
　また、上記実施形態では、運動プログラムを、患者の性別及び年齢毎に、有用性が確認
されたものとして予め用意しておく場合について説明したが、これに限定されない。例え
ば、一例として図２０に示す、患者にとって好適な運動プログラム情報を作成するための
機械学習モデルである運動プログラム作成モデルを予め作成しておき、当該運動プログラ
ム作成モデルを用いて、患者毎に運動プログラム情報を作成する形態としてもよい。
【０１５７】
　なお、図２０に示す運動プログラム作成モデルは、入力層、複数の中間層、及び出力層
を含むニューラルネットワークとされている。運動プログラム作成モデルの入力層には、
上記実施形態に係る患者情報の一部である対象患者の性別及び年齢が入力される。運動プ
ログラム作成モデルの出力層は、入力された情報に対応する患者に好適な運動プログラム
情報を出力する。運動プログラム作成モデルは、過去に得られた、患者の性別及び年齢と
、当該患者において運動の継続性が高く、かつ、疾患を改善させる効果が高かった運動プ
ログラム情報との複数の組み合わせを教師データとして学習させることによって予め得ら
れている。
【０１５８】
　また、上記実施形態では、患者が２型糖尿病の患者である場合に本発明を適用した場合
の形態例について説明したが、これに限定されない。例えば、患者がメタボリックシンド
ロームの患者である場合等、運動プログラムによる運動の実施によって症状が改善する可
能性のある他の疾患の患者にも本発明は適用することができる。
【０１５９】
　また、上記実施形態では、医療機関における確認を、患者が運動施設に入会する前に行
う場合について説明したが、これに限定されない。例えば、患者が運動施設に入会した後
で、かつ、当該運動施設において、提供された運動プログラムによる運動を実施している
期間内に、運動履歴情報データベース１３Ｆに登録された実施状況情報等を参考として、
医療機関において確認を行う形態としてもよい。
【０１６０】
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　また、上記実施形態では、運動履歴情報データベース１３Ｆに対して、実際の運動の状
況を示す情報である実施状況情報を記憶する場合について説明したが、これに限定されな
い。例えば、上記実施状況情報に加えて、対応するスポーツクラブへの入退館の記録を示
す入退館記録情報を運動履歴情報データベース１３Ｆに記憶する形態としてもよい。
【０１６１】
　また、上記実施形態では、携帯端末４０の作用として登録依頼処理（図７参照。）の実
行時における作用のみについて説明したが、これに限定されない。例えば、携帯端末４０
には、入会した運動施設からの退会の依頼、２次元コードやバーコード等を読み込むこと
による運動施設に対する入退館に関する情報の取得、運動の実施結果の入力の受け付け等
の役割を担わせる形態としてもよい。
【０１６２】
　また、上記実施形態では、登録確認処理（図１１参照。）において、不許可情報を、対
応する患者及びスポーツクラブの双方に送信する場合について説明したが、これに限定さ
れない。例えば、不許可情報をスポーツクラブへは送信せず、対応する患者のみに送信す
る形態としてもよい。
【０１６３】
　また、上記実施形態において、例えば、取得部１１Ａ、実行部１１Ｂ、提供部１１Ｃ、
設定部１１Ｄ、及び指示部１１Ｅの各処理を実行する処理部（processing unit）のハー
ドウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ（processor）を用いることがで
きる。上記各種のプロセッサには、前述したように、ソフトウェア（プログラム）を実行
して処理部として機能する汎用的なプロセッサであるＣＰＵに加えて、ＦＰＧＡ（Field-
Programmable Gate Array）等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログ
ラマブルロジックデバイス（Programmable Logic Device：PLD）、ＡＳＩＣ（Applicatio
n Specific Integrated Circuit）等の特定の処理を実行させるために専用に設計された
回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
【０１６４】
　処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの１つで構成されてもよいし、同種又は異
種の２つ以上のプロセッサの組み合わせ（例えば、複数のＦＰＧＡの組み合わせや、ＣＰ
ＵとＦＰＧＡとの組み合わせ）で構成されてもよい。また、処理部を１つのプロセッサで
構成してもよい。
【０１６５】
　処理部を１つのプロセッサで構成する例としては、第１に、クライアント及びサーバ等
のコンピュータに代表されるように、１つ以上のＣＰＵとソフトウェアの組み合わせで１
つのプロセッサを構成し、このプロセッサが処理部として機能する形態がある。第２に、
システムオンチップ（System On Chip：SoC）等に代表されるように、処理部を含むシス
テム全体の機能を１つのＩＣ（Integrated Circuit）チップで実現するプロセッサを使用
する形態がある。このように、処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロ
セッサの１つ以上を用いて構成される。
【０１６６】
　更に、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、
半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路（circuitry）を用いることができる
。
【符号の説明】
【０１６７】
１０　運動支援装置
１１　ＣＰＵ
１１Ａ　取得部
１１Ｂ　実行部
１１Ｃ　提供部
１１Ｄ　設定部
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１１Ｅ　指示部
１２　メモリ
１３　記憶部
１３Ａ　登録確認プログラム
１３Ｂ　運動状況登録プログラム
１３Ｃ　運動プログラムデータベース
１３Ｄ　患者情報データベース
１３Ｅ　スポーツクラブ情報データベース
１３Ｆ　運動履歴情報データベース
１４　入力部
１５　表示部
１６　媒体読み書き装置
１７　記録媒体
１８　通信Ｉ／Ｆ部
２０　情報受付装置
２１　ＣＰＵ
２１Ａ　受付部
２１Ｂ　送信部
２２　メモリ
２３　記憶部
２３Ａ　医療機関確認プログラム
２４　入力部
２５　表示部
２６　媒体読み書き装置
２７　記録媒体
２８　通信Ｉ／Ｆ部
３０　情報処理装置
３１　ＣＰＵ
３１Ａ　処理部
３２　メモリ
３３　記憶部
３３Ａ　確認結果登録プログラム
３３Ｂ　入会プログラム
３３Ｃ　運動実行プログラム
３４　入力部
３５　表示部
３６　媒体読み書き装置
３７　記録媒体
３８　通信Ｉ／Ｆ部
３９　通信Ｉ／Ｆ部
４０　携帯端末
４１　ＣＰＵ
４１Ａ　処理部
４２　メモリ
４３　記憶部
４３Ａ　登録依頼プログラム
４４　入力部
４５　表示部
４８　無線通信部
５０　ウェアラブル端末
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６０　運動器具群
８０　ネットワーク
９０　運動支援システム
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